
 

 

 看護実践国際研究センターの再編について    

１ 看護実践国際研究センターについて 

  看護実践国際研究センターは、国際的視野の涵養を背景に置き、講座や分野などの専門

的な枠を超えた研究実践活動部門として平成 14 年度に設置された。 

その後、時々の社会の要請にこたえて部門を増やし、多彩な活動を行ってきた。令和３

年度までは７部門で活動をしていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により活

動は中止・開催規模縮小となった。 

令和４年度には、認定看護師教育部門に感染管理認定看護師教育課程（Ｂ課程）を開講

した。 
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２ 組織再編について 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるセンターの活動の中止・規模縮小や、社会

情勢の変化等を踏まえ、令和６年度からセンターの組織を４部門（①地域貢献活動部門、

②専門能力開発支援部門、③国際交流部門、④認定看護師教育部門）に再編した。 

 

 

 

1．看護実践国際研究センターの目的 

近年、大学に地域貢献が求められている社会情勢を踏まえ、センターの目的を次のと

おり定めた。 

   本学が有する資源及び、本学が行っている教育研究によって得られた知的財産をも

って、地域の多様な機関・人材と連携した共創により、地域社会に貢献する拠点となる。 

 

2．４部門の位置づけと活動 

２-１ 地域貢献活動部門 

１）目的 

(1) 長野県を中心とした地域住民への、ケアの質ならびにウエルネス（最適な生活状

態）の向上につながる実践的な取り組みを実施する。 

(2) 取り組みにおいては、長野県看護大学の目指す姿を念頭におき、多様な機関・施

設、関係者との協働、共創を重視する。 

 

２）活動の枠組み 

学内において分野・講座横断的な複数の教員で構成されるプロジェクトメンバーが

活動を行う。プロジェクトは教員からの提案型と大学からの提示型とし、学外の組織や
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機関等とともに取り組むもの、あるいは地域住民とともに取り組むものの実施要項を

作成。 

 

２-２ 専門能力開発支援部門 

１）目的 

(1) 長野県の看護の充実と発展を担う看護職を支援する。 

(2) 自らが目指すライフキャリアにおいて、多様で柔軟な働き方を自律的に獲得し、自

己実現と社会貢献が出来る看護職の育成を支援する。 

２）活動の枠組み 

長野県で就業する看護職への学習機会の提供及び情報提供、本学卒業生の進学や資

格取得などの相談対応。 

 

２-３ 国際交流部門 

１）目的 

国際感豊かな人間性と国際社会で活躍する人材を育成するため、学生や教員の  

国際交流及び国際的視点を持った看護教育研究を推進するとともに、その成果を 

地域に還元する。 

２）活動の枠組み 

  学生の国際交流の推進（国際看護実習も含む）、教員の学術交流の推進、地域の特性

を活かした国際交流・国際協力の推進を行う。活動の原則として、学生交流及び教員の

学術交流は、できる限り大学間における「協定書」に基づき実施。 

 

２-４ 認定看護師教育部門 

１）目的 

教科科目としての特定行為研修を含む「感染管理認定看護師教育課程（Ｂ課程）」

を開講し、高度な実践力を有する看護職者（感染管理のエキスパート）を養成する。 

・ 令和３年 11 月 日本看護協会から「認定看護師教育機関（Ｂ課程 感染管

理）」として認定 

・ 令和４年２月  厚生労働省から「特定行為研修指定研修機関(栄養及び水分

管理に係る薬剤投与関連、感染に係る薬剤投与関連)」として指定 

・ 令和４年６月  開講 

  ２）活動の枠組み 

    「感染管理認定看護師教育課程（Ｂ課程）」において、共通科目、認定看護分野専

門科目、特定行為研修区分別科目、臨地実習、統合演習 29 科目、801 時間を実施。 



 

ジェネラリスト看護師のための看護実践能力向上ワークショップ 

 

   長野県看護大学看護実践国際研究センター専門能力開発支援部門は、中堅看護師を対象としたワークショップを開 

催します。１つのワークショップは２日間で設定しています。詳細は、開催要領（本学ホームページ▶看護実践国際研

究センター▶専門能力開発支援部門）を必ずご確認のうえ、参加希望の方は以下QR コードよりお申込みください。 

＊お申込み後、受講決定の有無についてメールにて連絡をいたします（先着順にて決定）。 

 テーマ・講師 日程 
開催 

方法 
場所 定員 

１ 

病院等における認知症患者への看護 

～その後のケアが変わる！ 

一歩進んだアセスメント～ 

濱 優理先生 

(諏訪赤十字病院、認知症看護 B 課程認

定看護師） 

9月 20日（金） 

14時～16時 

10月 25日（金） 

14時～16時 

対面 
【駒ヶ根市会場】 

長野県看護大学 
20名 

２ 

病院等における認知症患者への看護 

～その後のケアが変わる！ 

一歩進んだアセスメント～ 

濱 優理先生 

(諏訪赤十字病院、認知症看護 B 課程認

定看護師） 

10月 16日（水） 

14時～16時 

11月 20日（水） 

14時～16時 

対面 

【長野市会場】 

長野県市町村自治 

振興組合 

長野県自治会館 

20名 

3 

在宅・セルフケアにつなげるがん看護 

～看護の視点で患者をとらえる～ 

清水 美穂子先生 

（飯田市立病院 がん専門看護師、 

緩和ケア認定看護師） 

10月 23日（水） 

14時～16時 

11月 22日（金） 

14時～16時 

対面 
【駒ヶ根市会場】 

長野県看護大学 
20名 

4 

在宅領域における臨床判断 

～様々な可能性を想定し、より確かな

アセスメントにするために～ 

坂井 理恵先生 

（佐久総合病院訪問看護ステーション、

在宅ケア B 課程認定看護師） 

※訪問看護ステーションに勤務する 

看護師を対象とします。 

12月 4日（水） 

14時～16時 

1月 31日（金） 

14時～16時 

Zoom 

 

20名 

5 

在宅・セルフケアにつなげるがん看護 

～看護の視点で患者をとらえる～ 

清水 美穂子先生 

（飯田市立病院 がん専門看護師、緩和

ケア認定看護師） 

1月 10日（金） 

14時～16時 

2月 14日（金） 

14時～16時 

Zoom 

 

20名 

6 

急変予兆を学ぼう！ 

～ラピッドレスポンスチームの視点か

ら、五感を使ったアセスメント力をつ

ける～ 

矢嶋 恵理先生 

（信州大学医学部附属病院、 

クリティカルケア B 課程認定看護師） 

1月 24日（金） 

14時～16時 

3月 7日（金） 

14時～16時 

対面 
【松本市会場】 

長野県看護協会会館 
20名 

＊参加申込QR コードはこちら 

 

 

 

 

お問い合わせ先： 

長野県看護大学 看護実践国際研究センター 

専門能力開発支援部門   部門長：渋谷美香 

担当者：井本英津子 

E-mail:imoto@nagano-nurs.ac.jp  

TEL:0265-81-5141 
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